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第16号議案 神戸国際港都建設計画地区計画の決定について 

（下谷上南山地区地区計画） 

 

計  画  書 
 

神戸国際港都建設計画地区計画の決定（神戸市決定） 

 

都市計画下谷上南山地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 下谷上南山地区地区計画  

位 置 神戸市北区山田町下谷上字南山，字大狼谷 

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 約 13.1 ha 

地区計画の 

目    標 

当地区は，郊外住宅市街地の形成が進行している六甲山系の北側に位置して

おり，民間の土地区画整理事業により良好な住宅団地の整備が進められる地区

である。 

本計画は，良好な居住環境の維持と周辺の自然環境に配慮したゆとりとうる

おいのある住宅地の形成を目標とする。 

土地利用の 
方    針 

当地区は，自然環境等に恵まれた地区の特性を活かし，低層住宅に係る良好

な居住環境を形成する住宅団地としての土地利用を図る。 

地区施設の 
整備の方針 

当地区の周辺の自然環境と調和した良好な居住環境の形成を図るため，地区

内に公園，緑地を適正に配置する。 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針
建築物等の 
整備の方針 

ゆとりある居住環境を形成するため，敷地の細分化を防止するとともに，建

築物の配置等に留意して整備を行う。 

公 園 １ケ所 約 0.3 ha 
地区施設の配
置及び規模 

緑 地
４ケ所 約 2.9 ha 
（ただし，緑地内に配水地管理通路を設置することが 
できる。） 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

150 ㎡ 

（ただし，この地区計画決定の際，現に存する敷地の全部

を一の敷地として使用する場合はこの限りではない。） 

地 
区 

整 

備 

計 

画 

建築物等に 
関する事項 

壁面の位置の
制 限 

敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下，

「外壁等」という。）の面までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし，下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部

分についてはこの限りではない。 

(1)車庫，物置その他これらに類する用途に供し，軒の高さ

が 2.3ｍ以下であるもの  

(2)外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

備  考 用 途 地 域 第一種低層住居専用地域 

 

「地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

 

理    由 

別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 

 当地区は，郊外住宅市街地の形成が進行している六甲山系の北側に位置しており，平成 10 年に

計画的なまちづくりの実現までの無秩序な開発を防ぐため，市街化区域から暫定市街化調整区域

に編入した地区である。 

その後，土地区画整理事業を活用した計画的なまちづくりの検討が進められ，このたび，周辺

の自然環境に配慮した良好な住宅団地の整備の計画がまとまったため，ゆとりとうるおいのある

住環境の形成を目的として，市街化区域の編入にあわせて，本案のとおり地区計画を決定するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


